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醒際（楼蘭）国の王権について

山　本　光　朗

は　じ　め　に

　内陸アジア古代の鄭善（楼蘭）国の王権については，かつてF．W．　Thomas氏が，同国

の領域から出土したカロシュテイー文書の中の，王がチャドータ（あるいはチャm一タ，

Cadota，ニや遺跡群の旧名）の行政官に宛てた命令文書の内容から，「中央の権威が周到な

支配力を行使し，しばしば環事においてすら干渉したことは明白である」と指摘されたこと

があり［Thomas　1944：56－57］，また後に榎一雄氏がほぼ薄様な趣旨で，「ただ文書全体

を通じてみられることは，中央政府，特に王の支配権がチャドータのような王国の最西端に

位置した州においても，民衆生活の末端にまで浸透していたことである。その一々を挙げる

余白をもたないが，王は市民の借金や財産に関する紛争（文書六，一八）や，…水の管理

（文書五〇二）等にまで関与していたのである。このように兇てくると，三世紀中頃から四

世紀中頃に至る間のクロライナ王国は頗る強力な中央集権体制をもった園であったことが知

られる」と述べられたことがあって［榎　1971：149］，一種の「中央集権的」性格を持って

いたことが，明らかになっている。ただ，両氏の指摘はきわめて概略的なものであって，こ

うしたヂ中央集権的」体綱をとった王権が，具体的にどのような姿として存在したのかにつ

いてはあまり考慮されていないように思う。このように私は考えて，以下で古代鄭善（楼

蘭）国の王権の極めて特徴的な点について触れ，都営（楼繭）国社会の特徴の一斑を提示し

たいと思う。

1　カロシュティー文書No．709

　古代鄭善（楼蘭）国の王権について理解するためには，私はカロシュテイー文書No．709

の記述がきわめて重要な意義をもつものと思う。岡文書は，遺物番号がN．027というきわ

めて簡略なもので，スタインM．A．　Stein氏が第3回の中央アジア調査の際にガイドのイブ

ラーヒームIbrahimから得たものらしく，ニや遺跡群中のどこから発見されたかは不明な

文書であるが［Stein　1928：149］，そこに王が臨席した裁判の記録と見られる記述が残され

ている。

　本文書は長方形の二枚組木簡Rectangular　double£abletで，大きさは9”×3ぎ’（約23
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cm×9・cm），開封された状態でもたらされたようである　［Stein　1928：149，　N．027，　plate

XV王II．］。写真図版はStein，　Innermost　Asia，　Plate　XV照に，下板Under－tabletの表側

Obverseと上板Cover童ng一捻blet裏側Reverseの部分が収録されている。

　この種の文書は通例，上板の表側に，内容の簡単な記述と文書を保持すべき者の名（逓例

は訴訟を起こした者の名）が記されるものであるが，Kh．・L　Mに拠れば［Kh。　L，運：267，　No．

709］その偲所の字は消えている。またこうした文書では，封印の透くに印の保有者の名が

記されるものであるが，勲エ皿に拠れば［Kh．　L，1K：267，　No．7093岡偲所は2行のうち1

行のみが読め，

　　・・・…　［su］Vetha　＄valYaya　vi［va］da　・・・…

　　……スウェータのシュヴァリアヤ，訴訟……

とあって，後にその名が出るスウェータのシ＝ヴァリアやなる者が封印したものかと思われ

る。

　本文は下板の表側から始まり，以下のような文言が記されている。なお引用文で［］は

Kh　L思ee拠る読みで，〈〉は私が推定した読みである。

　（1）　［sarpvatsar．　20　4］　2　ma〈hanu＞kava　maharaya　ji£urpga　arpgoka　devaputrasa

　　　　　　　　　　　　　大威力・大王・侍Pt　Dのアンゴーカ天子の26年

　　mase　prathame　1　divase　10

　　　　　　eg　1月18日

　（2）　4　4　iSa　khksuRarpmL　eda　vivada　svaya　devaputra　Sruda．　oguana　purvayana

　　　　この時において。この訴訟を天子慮身が闘いた。rt　一グ達，プルヴァヤナ（purvayana2））と

　　rutraya　cinaseRa　suVethaa一

　　ルトラヤとチナ三一ナ，スウェータ達，

　（3）　na　athama　sPalYaya　lasa　cozbo　dadavala　kori　rutra　cu“alayiRa　onugi　tasuca

　　　アタマとシュパijアヤとラサと，：主簿（cozbo3））のダダヴァラと，コーリのルトラ，チュワラ

　　　イナのオーヌギと，タスチャの

　　bhugta　cozbo一

　　　　ブグタと，

　（4）　aipna　alVaya一一　va一一thasa　ca　pruchidapati．　moge　cimaka　opge　kaluasa　ca

　　　　　主簿達，アリアヤ，…とが，問うた。モーゲー，チマカ，rt　一プゲー，カル（ア）と

1）li舞珊ga票侍中に関しては，　Brough　1965：590－591を参照．

2）　oguana　purvayaRaのpurvayaRaを，　Kh．　L，璽，　lndex　Verborum，　356，　purvayana（purna。）一

　は人名とは見ていないようである。岡じ語を漁Trαnslation：142は人名と見なしている。私は人

　名と晃ることに若干疑義があるが，今は確たる意見が出来ていない。ここは暫くBurrow氏の解

　釈によって仮に人名として訳しておく。

3）榎一雄氏はかってチョーズボー（cozbo）を申出の官名「主簿」に銘定された［榎　1971：玉48］。

　また最近，潮i｛200王が出，チョーズボー（cozbo）≠虫簿説を嘱えておられる。
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　　garakitarp£i，

　　　がブギなる

　（5）　maRuSa　pgi　prace，　yatha　moge　cimagasa　ca　dajha　［pg．ya］　opgeyasa　pitu

　　　　　　勢について訴えた，（その内容は）モーゲーとチマガの奴隷［ブギヤ］が，オープゲー

　　ropgeyena　sadha　ka

　　　の父m一プゲー（ヤ）と

　（6）　一lihari　kidaipti．　eka　biti　daditarpti．　tate　se　mog［e］ya　cimagasa　ca　dajha　pgiya

　　　　　　　謬いをした。前者が後者を撲った。そこからかのモーゲー（ヤ）とチマガとの奴隷

　　palay呈一

　　ブギ（ヤ）は逃

　（7）　da．　Ra　jivarpdaga　asti　nevi　mrdaga　dritharpti　4）．　£ade　paea　opgeyasa　pitu

　　　　　走した。彼は生きていない，また死んだのも彼等は見なかった。その後オープゲーの父

　　rop墓eya　〈a甲ta　b圭甲Rida？5）〉

　　　ロープゲー（ヤ）はく体を壊し

　（8）　一ga．　kudaga　moge　cimagasa　ca　ditarpti　maRuSa　bhiyaga　nama．　ahuno　eda

　　　　　　　　　た？〉。（その）子に，モーゲーとチマガはビヤかなる名の男を与えた。今この

　　maRuSa　bhiyaga　p…

　　　　ビヤかなる男は…

　（9）　gata…

　　　　行った…

この後，本文は更に上板の裏側へ続いている。

　（1）　…一・・・・・・・・・・・…　［manuSa　bhiyaga　mu］　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　［dra］　・・・・・・・・・・・・…

　　　　　　　　　　　　　………［ビヤかなる男］…………

　（2）　［hu］da．　paeima　kalarpmi　manuSa　bhiyaga　prace　na　kasyaci　marptra　asti　tade

　　　　　　　　　…。　　その後，ビヤかなる男に関しては誰の雷門もない。　　その後，

　　paこe　§e　p奮i§a

　　　　かのブギは

　（3）　khemarlirr｝i　asti　huda．　taRuVaga　muliyena　mogeya　cimagasa　ca　nikhalitagiti．

　　　　ケーマにいるとのことであった。自らのものを，（その）価によりモーゲー（ヤ）とチマガとは出

　　　　した。

4）Kh．　L，皿：No，709は，　dritha　tiと読んであるが，ここはdri顎a甲tiとすべきと思う。

5）Kh．　L，翫：No．7G9は，［a鵬］一£birpna］一と読み，また1窪Transtation：142はこの個所を’訳して

　　いないが，私はこの燗所をarpta　birpnidaga　＝＝　Sl〈t．　antar　bhinna一と兇なし，仮定的に表認の訳

　をした。
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　　tesa　vamti

　　彼等のもとで

　（4）　myta．　tasa　karafpRa　nasti　vivada．　utana　prace　vivada　uhati．　sarva　n｝ee　huda．

　　　　彼は死んだ◎彼のゆえに訴訟はない。ラクダ達に関して訴訟がある。全ては確定した。

　　ega　bi［t童］　ya§a　va廻pt圭e一

　　　前者が後者に対して，

　（5）　te＄a　nasti　danagrahana．

　　　これらの者に，授受（すべきもの）はない。

以上が，No．709文書全体の内容であるが，ついでこの内容に関して検討を加える。

R　奴隷ブギ（ヤ）の傷害事件

　前掲したNo．709文書をよく読んでみると，この文書は，モーゲー（ヤ）とチマかなる者の

奴隷ブギ（ヤ）が，m一プゲー（ヤ）なる者を殴打した事件に関する裁鞠の覇決文と言うより，

この案件の全過程とこの事件が落着したことを保証した文書と見るべきであろう。文書のH

付が「大威力・大王・侍中のアンゴーカ天子の26年第1月18日」とあるので，事件が起き

たのは恐らくこれよりかなり以前のことであったと思われる。

　この種の文書は通常は訴えを起こした者に対して発行されるものであるが6），Kh．　L皿に

拠ると封印があったはずの上板表側附近の記述が殆ど消えているので，この点は確認は出来

ない。

　この文書に記された事件は，奴隷が奴隷でない者を謹いから殴打負傷させ逃走したという

もので，おそらく当疇重大事件と見なされた筈と思われるが，事件発生後，この事件はさら

に様々の紆余曲折を経た。その経過としては，まず下板表側の第7行爵から8行目にかけて，

　　tade　Paea　oPgeya§a　pitu　ropgeya＜aτ纂ta　bimnida＞ga．

　　その後，オープゲーの父ロープゲー（ヤ）はく体を壊した？〉。

と，一部私の推定をまじえた読みを提示したが，この殴打事件の結果，オープゲーなる者の

父m一プゲー（ヤ）は，身体に恐らく重大な損傷を受けたようである。このことについては，

下板表側3～4行目にかけて記されている訴えを起こした人名の中に，w一プゲー（ヤ）本人

の名が見えないことがその傍証となろう。

　そしてその後，岡第8回目に，

　　（その）子に，モーゲーとチマガとはビヤかなる名の男を与えた

とあるように，この奴隷の傷害行為の代償として，奴隷の主であるモーゲーとチマガとはビ

6）例えば，Nos．　326，593文書等を参照せよ。
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ヤガ（bhiyaga）なる男を，　n一プゲー（ヤ）の子オープゲーに与えた。私はこうした経緯から

見て，ビヤかなる者もモーゲーとチマが両人の奴隷ではなかったかと考えている。

　なお，奴隷主がその奴隷の行為に関してどの程度まで責任を負うべきかについては，カロ

シュテイー文書No．24に若干参考になる記述がある。　Kh．・L　Iの読みによると7），同文書は，

チャウレー（CaUle）なる者が，スギタ（Su倉ita）の奴隷に馬を貸し，その後馬を返して貰う換

わりに，奴隷主スギタにその農場と土地を要求した事件を扱った王命文書であるが，文書の

後半に，都善（楼蘭）王が地方賞である主簿タンジャカに指示を与えた文雷があり，その中に

つぎのような件がある［Kh．・1．，1：9］。

　　taha　na　dhafua，　bhataragasa　tanu　dajhasa　yneRa　girpnidavya．　yatha　purva

　　（奴隷）主自身のものが，奴隷の債務によって取られるべきとは，不法である。以前，王国の法に

　よって（なされた）如く，

　rajadharbena　Riee　kartavo．

　確定されるべきである。

この文言によると，都善（楼蘭）国の法（ダルマdharma）には，奴隷主がその奴隷の「債務

（yna〈Skt。　rrpa）」によって責任が問われる条項はなかったことになる。　No．709文書の奴隷

ブギ（ヤ）の事件の場合はこれと若干事件の性質が違っているが，鄭善（楼蘭）国の法（ダルマ）

において，奴隷主が奴隷の行為に対してどの程度まで責任を負うべきかという点で，隅隅の

問題を提起している。奴隷ブギ（ヤ）の傷害事件の場合は，相手に傷を負わせ奴隷自身が逃走

しており，奴隷が奴隷身分でない者に行なった不法行為と見なされ，こうした場合は，奴隷

主が一定の責任を負うという法（ダルマ）の条項があったのであろうか。この点は都善（楼蘭）

国の奴隷存在のあり方の問題に8）関わるテーマであり，いずれ稿を改めて論じてみたい。

　さてこうして，奴隷主モーゲー（ヤ）とチマガの二人は，その奴隷ブギ（ヤ）が起こした事件

のためにビヤかなる男を，被害者であるm一プゲー（ヤ）の一丁ープゲーに与えたわけである

が，このビヤガも，No．709文書上板裏側の第2行目の記述によると，

　　paeima　kaiarpmi　maRuSa　bhiyaga　prace　Ra　kasyaci　mapatra　asti．

　　　　　　その後，ビヤかなる男に闘しては誰の言葉もない。

とあって，その後どうもこのビヤガも逃走か行方をくらませたようである。なお文書末尾の

上板裏側，第4行呂には，

　　utana　prace　vivada　uhati．

　　ラクダ達に関して訴訟がある。

という記述があるが，ここに記された「ラクダ達の訴訟」とはこのビヤガと関わりがある案

7）v．・Kh．　L，1：8　一9，　No．24．なお遺物番号はN．（1）．i，28＋48である。

8）鄭善（楼蘭）国の奴隷の問題については，とりあえず山本20GOを参照されたい。
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件ではなかったかと思われる。

　ところで事件を起こした奴隷ブギ（ヤ）は，その後，西方の地ケーマ（Khema，又はケーム

Khem－a，鱗書』西域伝の拝弥国に比定される9））に居たことが覇明したのであるが，結局，

奴隷ブギ（ヤ）はその主モーゲーとチマガのもとで死亡する。上板裏側の2～4行目に，

　　　その後，かのブギはケーマにいるとのことであった。自らのものを，（その）価によりモーゲー

　　（ヤ）とチマガとは出した。彼等のもとで彼は死んだ。

とあってその経過が記されているが，私にはこの昏昏はきわめて分かりにくい。「農らのも

のを，（その）価によりモーゲー（ヤ）とチマガとは出した」という段は，ケーマに逃亡してい

た奴隷ブギ（ヤ）を，奴隷主ll人が買い戻すような行為をしたことを意味しているのであろう

か，また「彼等のもとで彼は死んだ」のが，どういう経緯でそうなったか全く不明である。

　いずれにしてもこの審理では，事件を起こした奴隷ブギ（ヤ）の死亡ということが事件解決

の一つの要だったらしく，文書の最後に，

　　　彼等のもとで彼は琵んだ。彼のゆえに訴訟はない。ラクダ達に関しては訴訟がある。全ては確

　　定した。前者が後者に対して，これらの者に，授受（すべき物）はない。

とある。加害者である奴隷ブギ（ヤ）の何らかの理由による死亡をもって，この事件の大部分

は「確定された」と見なされたようである。

　また文書末尾に記された「前者が後者に対して，これらの者に，授受（すべきもの）はな

い」という件は，同様の文言が訴訟の判決文書の末尾等に頻出するものでie），この場合も

原告・被告が互いに相手に支払うべき賠償等がこれ以上全くないことを言ったもので，審覇

全体が完了したことを示す文書である。

欝　凶刃（楼蘭）王のもとでの審問

　No．7◎9カロシュテイー文書に記された，奴隷ブギ（ヤ）の傷害事件に関する訴訟審理の経

過を全体として眺めると，この事件が，奴隷身分の者が非奴隷身分の者を殴打負傷させ逃亡：

した重大な事件と見なされたためか，通常は3三が命じて地方官に行わせる訴訟審理そのもの

を1！）！E都で行ない，王のもとで嘗人多数が審閥するという，現存のカmシ＝ティー文書で

はあまりその具体的姿を見かけない審理経過をとっている点が注目される。この文書の初め

の方，下板表側の第2～4行目の，

　　　この訴訟を天子自身が聞いた。オーダ達，プルヴァヤナとルトラヤとチナセーナ，スウェータ

　　達，アタマとシュパリアヤとラサと，主簿のダダヴァラと，コーりのルトラ，チュワライナの

9）　ケーマ（ケーム）国については，山本王991：122－23を参照。

IO）例えば，　Nos．326，593文書等を参照。

ll）先に引規したNo．24文書自体がその例であるが，他にNos．1，9文書などかなりその例は多い。
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　　オーヌギと，タスチャのブグラと，主簿達，アリアヤ，…とが，問うた。

という記述がこのことを示している。

　訴訟は「この訴訟を天子自身が聞いた」とあるように，「天子（devaputra）」の称号を

持ったアンゴー閻王が「聞く」という形で行われ，多くの窟人が審問するという形式をとっ

ている。ここでまず注意すべきは，こうした裁判を主宰するのが都善（楼蘭）王その人であっ

た点である。

　実際に事件を審問したのは，オーダのプルヴァヤナ以下の官人達であるが，以下でこの審

問に参加した富人達について少し触れておきたい。

　まず官人たちの筆頭に記されているのは，オーダ（ogu）という宮称号を帯びた人物達で

あるが，この官称号については私が以前検討を加えたことがあって12），この宮称号を帯びた

人物は，鄭善（楼蘭）王の側近として最も高位の者で，王の命令文書の作成等にも関わった可

能牲があることが判明している。プルヴァヤナ，ルトラヤ，そしてチナセーナの三人は，こ

うした最も高位の宮としてこの審問に参画していたことになる。なおこの三人のオーダのう

ちチナセーナ（Cinasena）は，その名称から見て都善（楼蘭）国の漢人系人物であった可能性

が高い［山本　1998－a：27　一　28］Q

　スウェータ（suVetha）の宮称号は，　T，　Burrow，　Kh．1）．が指摘しているように［Kh．　D．：i31，

suVetha一］，こうした訴訟の審理に参画する他，　No．・362文書の場合のようにこの官称号を

帯びたコーサ（Kho§a）なる名の者がコータンへ使節として派遣された例があるが，職掌の確

たる内容は不詳である。ただNo．637文書を見てみると13），同じようなコータンへの使節行

を，「王子」の同義語と解されているカーラ（kala）の称ag　14）を帯びたキルテーヤ（Kirteya）

が行なっていて，この点から考えると，スウェータの官称号がそれほど低いクラスの官称号

であったとは考えにくい。奴隷ブギ（ヤ）の傷害事件の審悶では，アタマとシュパリアヤとラ

サの三人がこの窟称号を帯びた人物として参黙している。

　次いで主簿（cozbo）であるが，この審問に参画したのは，「主簿のダダヴァラ」と，ド主簿

達，アリアヤ，…」というように2個所に分けその名が記されている。その理由は明らかで

はないが，あるいはこの審閤が大きく分けて奴隷ブギ（ヤ）の件と，ビヤガの件とから成り

立っているので，二つの案件をそれぞれ扱った主簿達がいたのであろうか。なおチョーズ

ボー　（cozbo）を主簿と訳したのは，榎一雄氏の説による［榎　1971：148］。

　コーり（kor圭）の官称号に関しては，　Burrow，　Kh．　Z）．がラクダ・馬などの王家の畜群に最

も緊密に関わる宮吏で，一方で訴訟などにも関係すると述べている　［Burrow，　Kh．　D．：84－

85，kori一］。私は，この語はKhotrSaka語のkaura一　‘sheep’，　Pahl．のkurrag一‘foal，　colt’

12）例えば，山本2001：72を参照。

13）v．　Kh．　L，　R：239－24G．また山塞1988：38　一　39で若干ながら書及した。

14）カーラ（kala）の語義については，　Thomas　l935：76及びKh．1）．：82を参照。
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に関連する語ではないかと考えている15）。この事件では，文書の最後附近にFラクダの訴

訟」のことが記されているので，家畜に関わる窟人として参画したのではないかと思われる。

ルトラ（Rutra）なる名の者1名がコーリとして審問に参加している。

　チュワライナ（cuValayina）については，やはりBurrow，　Kh．1）。が，判事として行動して

いる例，No。135文書のようにフルマセーヴァ（Pkurma§eva）なるイラン系の名の者が，

コータンへ使節行をしている例，官称号のランクではオーダより下で，主簿より上と見られ

ること，等を指摘している16）。スウェータの官称号と岡様，この官称号を帯びた人物がコー

タンへ使節行を行なっていることは，この官称号自体がそれほど低いものではなかったこと

を示しているように思われる。

　最後にタスチャ（tasuca）については，かつてF．　W．　Thomas氏が，『漢書』西域伝に記さ

れている西域諸圏の「薩長」の官との関連を推定されたことがあるが［Thomas　1935：78］，後

にこの説はBurrow氏によって否定された［Kh．　D．：94，　tasuca一ユ。　Buτrow氏は，タス

チャが主簿などと共に低いクラスの官称号に属すこと，No．580文書で証人の名の一つに

fso£ira　tasuca　Catata（ソーティラでタスチャのチャタタ）」というものがあり，この称号

のうちソーティラsotira（＜Gk．　s6t§r）が敬称で，タスチャがそのequivalentである可能

性等を指摘された　［Kh．　D．：94，　tasuca一］。　Burrow氏がチョーズボーcozbo（即ち霊簿）を

低いクラスの嘗とされた点についてはきわめて疑問であるが1？），後半の説は，クシャン朝

の王号を刻した貨幣の中にソーーテールsoterの称号が刻されているものがあることは周知の

ことで18），この点では極めて魅力的な説であるが，その当否は不明である。

　以上，王が主催したこの裁判に参画した富人の称号について検討してみると，きわめて多

種多様の官人が参画していたことが分かる。就中，官人の最高クラスと思われるオーダ

（ogu）の官称号を帯びた者が3名参加していたことは，この裁判がやはり極めて重大なもの

と意識されていたことを示すものである。ただ残念ながらこの訴訟の審理の細部がどのよう

に行われたかについて史料は語ってくれない。

　なおこの種の，王のもとでの訴訟の審理形式をどのようものとして捉えるべきかについて

は，カロシュテイー文書No．720のつぎのような文言が参考になる［Kh．　L，租：270，　No．720

（N，璽．xほ2）3。

　　birpnarpti，　chipanamti．　eda　vivada　Savathena　sakhksiyena　samuha　anada

　　…彼等は刺し，彼等は切る。この訴訟は誓いによって証人によって対面して注意深く，

15）　cf．　Bailey　1979：65，　kaura一；Mackenzie　1971：52，　kurrag一．

16）　v．Kh．　D．：90，　cuValayina一．

玉7）　チョーズボー（主簿）は，一概にそれほど低いクラスの窟称号とは兇なし得ない。このことは

　三三が指摘されている［榎　1971：148］チョーズボー一（主簿）のソーンジャカ（Sor幻aka）の例を見

　てみれば明らかである。

王8）　例えば，A．　Cunningharn　1892：65－72を参照。
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　pruchidavo，　yatha　dharkena．　niee　ka［r］tavo．　atra　Ra　paribujisatu，　hasta［gada］

　法に則って問われるべきである。確定されるべきである。そこで汝が解らないであろう（時には），

　手中に来たれるものは，

　iga　visaji’davo．　iSami　samuha　niee　bhavi＄yati．

　ここに送られるべきである。ここで対面して確定があろう。

これはチャドータ（ニや遣跡群のある地域の当時の名）の地方官に，王が指示を出した王命

文書の断片であるが，この記述によれば（この種の王命文書は他にも岡種のものがある

が19）），二三（楼蘭）国の訴訟は，まず王都に訴えることから始まり，それを王が事件の起き

た地の地方宮におろして王国の法に則って審理させるのが通例だったようである。それ故王

都での審問は事件が確定出来ない場合等の例外的なケースであって，その意味では王都での

審判は上級の審判とでも言うべきものであったと考えてよい。そしてNo．709文書に記され

た奴隷ブギ（ヤ）の傷害事件の場合は，その璽大さの敏にあるいは地方での審理を経ずに直接

王都で審理がなされたものではないかと思われる。

　なお，上掲のNo．720文書の文言を見ると，鄭善（二三）圏において訴訟は「誓いによって

証人によって対面して注意深く，法に則って」審理されるべきものであって，王都での審判

もこうした形式で行われたことは聞違いない。

＼Jノ 結

　以上見てきたように，内陸アジア古代の三二（楼蘭）国における訴訟には一定の様式が定め

られていたことが判明するとともに，そうした中でとりわけ王都での審問が重要な意味を

持っていたことが推定される。先に引用したNo．・720王命文書の記述によれば，地方での裁

糊は「誓い」と「証人」によって「法に則って」審理されるべきものであると共に，地方官

がf解らない」場合には王都に審理を移すべきよう指示が出されている。そしてNo．709カ

Wシュテイー文書に載っているのは正に王都での訴訟審理の例であって，そこでは王のもと

で，オーダ・スウェータ・チョーズボー（主簿）・コーり・チュワライナ・タスチャ等の様々

な官称号を帯びた多くの嘗人たちが審悶に参画していた様子が晃て取れるのである。こうし

た王を頂点とした審問の様式は，鄭善（二三）国において王権が基本的にあらゆる裁判の主宰

者として存在していたことを示すもので，きわめて注目すべき点であると思う。

　そしてこうした王権のあり方は，王の称号にも中にも端的に現れている。二三（楼蘭）国の

王号は，確認される限りで第3番目の王アンゴーカ（Arpgoka）の治世の9～17郊の間に大

きく変化するが20），アンゴーカ王の9年までの称号として代表的なものとしては，下に掲

19）　この種の文書は比較的多い。例えばNos．1，　3，9，11など枚挙に逞がない。

20）　v．　Kh．　f．　M　：　Table　of　Kings　and　Regnal　Years，　326．
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げた同王治世9年の次のような称号である2D。

　　maharaya　rayatiraya　maharpta　jayar＃ta　dharmiya　sacadharkasthida　mahanuava

　　大王・渦中のEE　・　es大なる者。勝利せる者・法に適える者・真実の法に住む考・大威

　maharaya　arpkvaga　devaputra

　力・大■のアンクヴァが天子

この称号を見ると，その中に「法に適える者・真実の法に住む者（dharmiya　sacadhama－

sthida）」という文書があるが，この称号こそ，螂善（楼蘭）王が「法（dharma）」の執行を

主宰する者であることを強く宣欝したものと見るべきで，岡国の王権の最も特徴的な一面を

示したものと論えよう。私は，内陸アジア古代の都善（楼蘭）国の主要な特徴の一つはこうし

た点にあると思う。それと共にこうした称号がクシャン朝以来の伝統を引くものであったこ

とが，既にS．K：onow・」．　Brough氏等によって指摘されているが22），私は，クシャン朝の

王権iも，郷善（楼蘭）国と同じように，まず裁判の主宰者として存在したものではなかったか

と考えている。Kautiliya　f実利論壌の訳・研究を出したR．　P．　Kangle氏は，インドにおい

て専門の裁判宮が任命された後も，王は裁判の最終的執行者であり続けただろうという意味

のことを言っておられるが［K：angle　1965：215］，私は，この指摘は都善（楼蘭）国，ひいて

はクシャン朝の王権のあり方を考える際に，極めて示唆的な考え方だと思う。

　なお螂善（楼蘭）團の王号は，アンゴー二王治世の17年以降，例えば，

　　rnahanuava　maharaya　jitugha　arpguvaka　devaputra

　　　　大威力・大王・侍中のアングヴァカ天子

という様に一見大きく変化し［Kh．・1．，斑：Table　of　Kings　and　Regnal　Years，326　一　327］，

それが申国との政治的な交渉の結果によるものであることは，既にBroughを始めとする

諸氏の見解によって明らかであるが［Brough　1965二596－599；榎一雄　1967：12－15；長

沢和俊　1978二23；馬雍　1990：93　一　101］，こうした変化はあくまで中国との関わりの中で

行われた書わば表面的なものと見るべきであり，都善（下灘）国における王権の「裁判の主宰

者」としての性格，あるいは「法（dharma）」の最高執行者としての性格は，アンゴーカ王

26年の年次が記されたNo．709文書の例から考えてみても，称号の改変後にも基本的に変

化しなかったと考えられる。なお同種の趣量の概観を，以萌寒蘭で述べたことがあるので

［山本　1998－b：105－106］，ここではこれ以上触れない。

21）ibid．なお文書番号はNo．579である。

22）Konow　l929：lxxiv；Brough　1965：596遍99；Brough　1966：166－68．なおこの点については，

　山本圭998－b：105一106をも参照されたい。
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